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○
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(
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北
地
域

県

民
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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報�������	�
� �� 第3329号�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

三
上
眼
科
医
院

ス
マ
イ
ル
薬
局
黒
石
店

ほ
の
ぼ
の
薬
局

五
所
川
原
市
字
旭
町
五
九

黒
石
市
ぐ
み
の
木
一
丁
目
六
七
の
五

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
蒼
前
一
一
の
五

平
成
��

･

�･

��

��･

��･

��

〃

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

三
上
眼
科
医
院

サ
カ
エ
薬
局
三
条

ス
マ
イ
ル
薬
局
黒
石
店

五
所
川
原
市
字
旭
町
五
九

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
鴨
ヶ
池
一
六
の
一

黒
石
市
ぐ
み
の
木
一
丁
目
六
七
の
五

平
成
��･

�･

�

��･

��･

�

��･

��･

�

�
�
�
�
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平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
七
月
中
旬
か
ら
同
年
九
月
中
旬
ま
で
の
間
の
高
温

を
同
項
の
農
業
関
連
天
災
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
号

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号
を
も
っ
て
農
業
関
連
天
災
と
し
て

指
定
し
た
平
成
二
十
二
年
七
月
中
旬
か
ら
同
年
九
月
中
旬
ま
で
の
間
の
高
温
に
関
し
、
青
森
県
農
林

漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
農
機
具
の
範
囲
等
を
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

農
機
具
の
範
囲

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
三

項
の
知
事
が
定
め
る
農
機
具
は
、
購
入
価
額
が
十
二
万
円
以
下
の
農
機
具
と
す
る
。

二

経
営
資
金
の
貸
付
期
間

条
例
第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
期
間
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。

三

経
営
資
金
の
貸
付
限
度
額

１

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
は
、
同
条
第

一
項
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
損
失
額
に
百
分
の
四
十
五

(

果
樹
栽
培
者

(

そ
の
行
う
農
業
に

つ
い
て
、
果
樹
の
栽
培
を
主
な
業
務
と
し
、
か
つ
、
同
項
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
損
失
額
の

う
ち
果
樹
の
栽
培
に
係
る
部
分
が
そ
の
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
被
害
農
業
者

(

条
例
第
二
条

第
一
項
の
被
害
農
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
果
樹
の
栽
培
に

必
要
な
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
、
百
分
の
五
十
五)

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
一
の
と
お
り
と
す
る
。
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区
分

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

変
更
年
月
日

変
更
前

弘
前
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ

ッ
ク
は
す
お

変
更
後

弘
前
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ

ク

弘
前
市
大
字
駅
前
町
八
の
一
大
町
タ

ウ
ン
ビ
ル
三
Ｆ

平
成
��

･

��･

�

臨
時
の
職
業
訓
練

を
実
施
す
る
能
力

開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対

象

者

訓

練

科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業
安
定

所
に
求
職
申
込

み
を
行
っ
て
い

る
者
で
、
公
共

職
業
安
定
所
長

の
受
講
指
示
又

は
受
講
推
薦
を

受
け
た
者

簿
記
企
業
会
計
科

六
月

二
〇
人

総
合
Ｉ
Ｔ
科

六
月

二
〇
人

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
基
礎

科

三
月

二
〇
人

×
二
回

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

Ｏ
Ａ
経
理
ビ
ジ
ネ

ス
科

三
月

二
〇
人

電
気
工
事
士
養
成

科

四
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

二
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
福
祉
科

二
月

二
〇
人

� �
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四

知
事
が
定
め
る
資
金

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
資
金

(

以
下

｢

指
定
資
金｣

と
い
う
。)

は
、

果
樹
の
栽
培
に
必
要
な
資
金

(

果
樹
栽
培
者
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

と
す
る
。

五

知
事
が
定
め
る
法
人

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
法
人

(

以
下

｢

指
定
法
人｣

と
い
う
。)

は
、

次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

１

農
事
組
合
法
人

２

農
事
組
合
法
人
の
ほ
か
、
農
業
を
主
な
業
務
と
す
る
法
人

(

そ
の
構
成
員
の
す
べ
て
が
同
一

世
帯
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

で
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
十
人
以
下
の
も
の

六

経
営
資
金
の
償
還
期
限

条
例
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
期
限
は
、
別
表
二
の
と
お
り
と
す
る
。

七

経
営
資
金
の
総
額

条
例
第
四
条
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
三
億
円
と
す
る
。

別
表
一

別
表
二

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
七
月
下
旬
か
ら
同
年
十
月
下
旬
ま
で
の
間
の
陸
奥

湾
の
高
水
温
を
同
項
の
漁
業
関
連
天
災
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号
を
も
っ
て
漁
業
関
連
天
災
と
し
て

指
定
し
た
平
成
二
十
二
年
七
月
下
旬
か
ら
同
年
十
月
下
旬
ま
で
の
間
の
陸
奥
湾
の
高
水
温
に
関
し
、

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
経
営
資
金
の
貸
付
期
間
等
を
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

経
営
資
金
の
貸
付
期
間

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
三

項
の
知
事
が
定
め
る
期
間
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

二

経
営
資
金
の
貸
付
限
度
額

１

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
は
、
同
条
第

一
項
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
損
失
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
一
の
と
お
り
と
す
る
。

三

知
事
が
定
め
る
資
金

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
資
金

(

以
下

｢

指
定
資
金｣

と
い
う
。)

は
、

ほ
た
て
が
い
の
養
殖
に
必
要
な
資
金
と
す
る
。

四

知
事
が
定
め
る
法
人

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
法
人

(

以
下

｢

指
定
法
人｣

と
い
う
。)

は
、

次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

１

漁
業
協
同
組
合

２

漁
業
協
同
組
合
の
ほ
か
、
漁
業
を
主
な
業
務
と
す
る
法
人
で
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の

数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
使
用
す
る
漁
船

(

当
該
漁
船
以
外
の
そ
の
所

有
す
る
漁
船
を
含
む
。)
の
合
計
総
ト
ン
数
が
千
ト
ン
以
下
の
も
の
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貸

付

け

の

区

分

額

一

指
定
法
人
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。)

三

一
又
は
二
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

二
千
万
円

(

指
定
資
金
と
し
て

貸
し
付
け
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、

二
千
五
百
万
円)

五
百
万
円

二
百
万
円

貸

付

け

の

区

分

期

限

一

開
拓
者
又
は
条
例
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
た

被
害
農
業
者
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。)

三

一
又
は
二
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

五

年

五

年

三

年

� �
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五

経
営
資
金
の
償
還
期
限

条
例
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
期
限
は
、
別
表
二
の
と
お
り
と
す
る
。

六

特
別
被
害
地
域
の
指
定

条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
知
事
が
指
定
す
る
区
域
は
、
別
表
三
の
と
お
り
と
す
る
。

七

既
に
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
経
営
資
金
の
償
還
期
限
の
延
長

既
に
経
営
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
が
そ
の
償
還
期
限
内
に
被
害
漁
業
者

(

条
例
第
二

条
第
一
項
の
被
害
漁
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
経
営
資
金
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
期
限
の
延
長
は
、
平
成
二
十
三
年

八
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

八

経
営
資
金
の
総
額

条
例
第
四
条
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
十
億
円
と
す
る
。

別
表
一

別
表
二

別
表
三

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
三
十
九
条
第
五
項
及
び
同
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域

(

以
下

｢

禁
止
区
域｣

と
い
う
。)

及

び
当
該
行
為
を
禁
止
す
る
物
件(

以
下｢

禁
止
物
件｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
港
の
名
称
、
禁
止
区
域
及
び
禁
止
物
件

二

指
定
の
適
用
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
廃
止
の
日
ま
で
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貸

付

け

の

区

分

額

一

指
定
法
人
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。)

三

一
又
は
二
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

二
千
万
円

(

指
定
資
金
と
し
て

貸
し
付
け
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、

二
千
五
百
万
円)

五
百
万
円

二
百
万
円

貸

付

け

の

区

分

期

限

一

条
例
第
二
条
第
二
項
の
特
別
被
害
漁
業
者
で
同
条
第

四
項
第
三
号
の
特
別
被
害
地
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も

の
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

条
例
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
市
町
村
長
の
認
定
を

受
け
た
被
害
漁
業
者
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

三

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
又
は

二
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

四

一
か
ら
三
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

六
年

五
年

(

被
害
漁
業
者
で
既
に
経

営
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
、
そ

の
償
還
を
行
っ
て
い
る
も
の

(

以
下

｢

重
複
被
害
漁
業
者｣

と
い
う
。)

に
貸
し
付
け
ら
れ

る
と
き
に
限
り
、
六
年)

五
年

三
年

(

重
複
被
害
漁
業
者
に
貸

し
付
け
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、

四
年)

一

青
森
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
青
森
市
、
大
野

村
、
浜
舘
村
、
新
城
村
、
奥
内
村
、
原
別
村
、
後
潟
村
及
び
野
内
村
の
区
域

二

平
内
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
東
平
内
村
、
小

湊
町
及
び
西
平
内
村
の
区
域

三

�
田
村
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
�
田
村
の
区
域

四

外
ヶ
浜
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
蟹
田
町
及
び

平
舘
村
の
区
域

五

野
辺
地
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
野
辺
地
町
の

区
域

六

横
浜
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
横
浜
村
の
区
域

七

む
つ
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
田
名
部
町
、
大

湊
町
及
び
川
内
町
の
区
域

漁
港
の
名
称

禁

止

区

域

禁

止

物

件

百
石
漁
港

百
石
漁
港
区
域
の
う
ち

別
図
一
に
示
す
区
域

漁
船
以
外
の
船
舟(

監
視
船
、
警
備
船
、

漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舟
そ
の
他

公
務
に
従
事
す
る
船
舟
を
除
く
。)

� �
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
セ
ン
タ
ー
神
田
店

弘
前
市
大
字
神
田
三
丁
目
二
の
八
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

第
一
開
発
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦

雅
秀

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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2 . 0
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2. 1

2 . 0
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0 . 8
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防潮水門管理棟

明

神

川

奥
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瀬
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3 . 8

百 石 工 業 団 地

別図一百石漁港  禁止区域

凡例  禁止区域
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平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
１
０
３

二
ブ
ロ
ッ
ク

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
九
六
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

星
山
泰
洙

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
田
仲
移
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

田
仲

秀
和

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
根
城
五
丁
目
四
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
一
三
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
友
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

北
村

格

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
上
川
三
二
の
三
○
○

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
六
○
○
○
三
○
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


